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平成 16 年 2 月 25 日

各  位 

 

２月社長記者会見 

 

 

１．適時開示情報伝達システム（ＴＤｎｅｔ）利用料の徴収について 

＜資料１ 参照＞ 

 

２．上場企業交流会ならびに取引参加者懇談会の開催について 

  ＜資料２ 参照＞ 

 

３．平成１６年度業務計画ならびに業績見込について 

  ＜資料３ 参照＞ 

 

以 上



適時開示情報伝達システム（ＴＤｎｅｔ）利用料の徴収について 

平成16年２月25日 

㈱名古屋証券取引所 

Ⅰ．見直しの趣旨 

○ 適時開示情報伝達システム（以下、ＴＤｎｅｔという。）は、会社情報の適時開示の円滑化・効率化に資するため、㈱東京証券取引所（以

下、東証という。）が開発し、平成10年に稼働した適時開示情報の伝達システムであり、当取引所においても上場会社の利便に資するため、

いわゆるワンストップ・ファイリング等の実現のために、平成11年10月１日の全国連携システム稼働の時点からその運営に携わってきた。 

○ 昨年４月には、ＴＤｎｅｔの処理能力や利便性を向上させるため、新システムへの全面的なリプレースが行われたところであり、その新

システムの構築・運営に係る費用については、応益負担の考え方に基づき、情報利用者である報道機関等に加え、全国の上場会社・店頭登

録会社からも利用料を徴収することとしたところである。 

○ このため、当取引所においても、上場会社各社より当該費用のうち実費相当分を利用料として負担していただくため、「上場手数料等に

関する規則」について、所要の見直しを行うこととする。 

 

Ⅱ．見直しの概要 

項   目 内   容 備   考 

１．ＴＤｎｅｔ利用

料の徴収 

・上場会社は、当取引所が定める方法により、ＴＤｎｅｔ

利用料を納入しなければならないものとする。 

・ＴＤｎｅｔ利用料（年額）は、１社当たり９６,０００円

（税抜）とする。 

※東京証券取引所に重複して上場している会社を除く。 

※ＴＤｎｅｔ利用料の計算期間は、４月１日から翌年３月

31日までとする。 

※ＴＤｎｅｔ利用料は、年間上場料と同時に請求する。 

２．その他 その他所要の見直しを行う。  

 

Ⅲ．見直しの時期 

平成16年４月１日の施行を目途とし、同年８月末日納入分から適用する。 

以  上 

資料１ 



平成 16 年２月 25 日 
㈱名古屋証券取引所 

 
名証上場企業交流会ならびに取引参加者懇談会の開催について 

 

 

１．上場企業交流会 

（1）日  時   平成１６年３月１０日（水） 午後４時３０分から 

（2）会  場   名古屋観光ホテル 

（3）ご招待者   全上場企業社長（または代理人） 

（4）概  要   第一部  講演会「イラク復興と国際情勢」 

講師：波多野 敬雄 氏（学習院女子大学学長、元国連大使） 

第二部  上場企業への感謝状贈呈式 

第三部  懇親パーティー 

 

 

２．取引参加者懇談会 

（1）日  時   平成１６年３月１６日（火）、３月１７日（水） 午前１１時００分から 

（2）会  場   名証２階大会議室 

（3）ご招待者   取引参加者代表者（または代理人） 

 

 

以 上 

資料２



平成 16 年２月 25 日 

㈱名古屋証券取引所 

 

平成１６年度業務計画ならびに業績見込について 

 

 

１．業務計画 

 

（１）名証市場の魅力及び信頼性の向上 

①上場銘柄及び新商品の充実 

②流通市場機能の向上 

③審査・監理機能の充実 

 

（２）市場参加者との関係強化等 

①上場企業へのサポート強化等 

②取引参加者との関係強化 

③投資知識普及活動の実施 

 

（３）財務体質の安定化 

 

 

２．業績見込 

 営業収益 営業費用 営業利益 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

平成 16 年度 １,０８６ １,１３７ △５１ △４３ △４９ 

 

（参考） 

 営業収益 営業費用 営業利益 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

平成 15 年度(見込) １,２３３ １,２１７ １５ ２４ １７ 

 

 

以 上 

資料３


